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法律名

第100条 第１項 ×

第105条 ×

第108条 第１項 ×

第108条 第２項 ×

第109条 第１項 ×

第109条 第２項 ×

第117条 第１項 ×

第120条 第４項 ×

第120条 第５項 ×

第127条 第４項 ×

第128条 第２項 ア

第131条 第１項 ×

第131条 第２項 準用規定

第131条 第３項 準用規定

条 項

通番

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財
団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
（平成十八年法律第五十号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断
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法律名

第５条 第１項 ×

第８条 ×

第10条 ×

第11条 第４項 準用規定

第12条 第２項 ×

第13条 第２項 ×

第22条 第２項 ×

第22条 第３項 ×

第24条 第２項 ×

第25条 第２項 ×

第25条 第４項 準用規定

第26条 第４項 ×

第27条 第２項 ア

第28条 第２項 ×

第28条 第４項 ×

第29条 第１項 ×

第29条 第４項 ×

第29条 第６項 ×

第29条 第７項 ×

第30条 第４項 ×

第44条 第１項 × 第52条で準用

条 項

通番

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成十八年法律第
四十九号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断
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法律名

第５条 ア

第６条 ⅰ

第７条 第１項 ⅰ

第７条 第２項 ⅰ

第７条 第４項 ⅰ

第７条 第５項 ⅰ

第８条 第１項 ⅳ e

第８条 第２項 ×

第９条 第３項 ⅰ

第１１条 第１項 ×

第１３条 第２項 準用規定

第１８条 準用規定

第２８条 第３項 ⅲ

第３７条 第２項 ×

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

遺失物法（平成十八年法律第七十三号）

条 項 備考
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法律名

第５条 ⅰ,ⅲ

第６条 第１項 ⅰ,ⅲ

第７条 ⅰ,ⅲ

第８条 ⅰ,ⅲ

第９条 第１項
ⅰ,ⅲ,
ⅳ

a,e

第９条 第２項
ⅰ,ⅲ,
ⅳ

a,e

第９条 第３項
ⅰ,ⅲ,
ⅳ

a

第１１条 第２項 ⅲ,ⅳ a

第１１条 第３項 ⅲ

第１１条の２ 第１２項 ⅲ

第１２条の２ 第２項 ⅲ,ⅳ a

第１２条の２ 第３項 ⅲ,ⅳ a

第１２条の４ 第２項 ⅲ,ⅳ a,e

第１２条の４ 第３項 ⅲ,ⅳ a,e

第１２条の４ 第４項 ⅲ

第１２条の４ 第５項 ⅲ,ⅳ a

第１２条の５
ⅰ,ⅲ,
ⅳ

a,e

第１４条 第１項 ⅰ,ⅲ

第１５条 第１項 ⅲ

第１６条 第１項 ⅰ,ⅲ

第１７条 ⅰ,ⅲ

第１７条の２ 第１項 ⅰ,ⅲ

第１７条の２ 第２項 ⅲ,ⅳ a,e

第１８条 ⅰ,ⅲ

第１９条 第１項
ⅰ,ⅲ,
ⅳ

a,e

第１９条 第２項
ⅰ,ⅲ,
ⅳ

a,e

第１９条 第３項
ⅰ,ⅲ,
ⅳ

a,e

第２０条 第５項 準用規定

第２４条の２ 第３項
ⅰ,ⅲ,
ⅳ

a,e

第２４条の２ 第４項
ⅰ,ⅲ,
ⅳ

a,e

条 項

通番

住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断
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法律名

条 項

通番

住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断

第２４条の２ 第５項
ⅰ,ⅲ,
ⅳ

a

第２７条 第２項 ⅰ,ⅲ

第２７条 第３項 ⅰ,ⅲ

第３０条の２ 第１項 ⅲ

第３０条の２ 第２項 ⅲ

第３０条の２ 第３項 ⅲ

第３０条の３ 第３項 ⅲ

第３０条の３ 第４項 ⅲ

第３０条の５ 第１項 ⅲ,ⅳ a

第３０条の５ 第２項 ⅲ,ⅳ a

第３０条の５ 第３項 ⅲ

第３０条の７ 第１項 ⅲ,ⅳ a,e

第３０条の７ 第２項 ⅲ,ⅳ a

第３０条の７ 第３項 ⅲ,ⅳ a

第３０条の７ 第７項 ⅲ,ⅳ a

第３０条の７ 第８項 ⅲ

第３０条の７ 第９項 ⅲ,ⅳ a

第３０条の１１ 第１項 ⅳ d

第３０条の１１ 第２項 ⅳ d

第３０条の１４ 第１項 ×

第３０条の１４ 第３項 ⅳ d

第３０条の２３ 第３項 ア

第３０条の２６ 第１項 ⅳ d,e

第３０条の２６ 第２項 ×

第３０条の２７ 第３項 ⅳ d

第３０条の２９ 第１項 ⅲ

第３０条の３０ 第１項 ⅲ

第３０条の３３ 第１項 ⅲ

第３０条の３７ 第２項 ⅲ

第３０条の３８ 第２項 ⅲ

第３０条の４０ ⅲ

第３０条の４４ 第３項 ⅲ

第３３条 第１項 ⅲ,ⅳ f

第３３条 第３項 ⅲ,ⅳ e,f
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法律名

条 項

通番

住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断

第３４条 第４項 ア

第３４条の２ 第２項 ア

第３６条の２ 第１項 ⅰ,ⅲ
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法律名

第２条の３ 第１項 ⅴ

第２条の３ 第２項 ×

第２条の３ 第４項 ×

第３条 第１項 ×

第３条 第４項 ×

第７条 ウ

第８条の２ 第1項 ⅴ

備考

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（平成十三年法律第
三十一号）

通番

条 項
メルクマール
該当非該当
の判断
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法律名

第１４条 第４項 ア

第１４条 第５項 ⅴ

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成十一年法律第百
四十七号）

条 項 備考
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法律名

第９条 第３項 ⅵ

第14条 第2項 ア

第17条 第３項 準用規定

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号）

条 項 備考
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法律名

第３４条 第４項 ⅴ

備考

売春防止法（昭和三十一年法律第百十八号）

通番

条 項
メルクマール
該当非該当
の判断
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法律名

第７条 第２項 ⅶ

第８条 第４項 ⅶ

第１４条 第２項 ⅶ

第１８条 第６項 ⅶ

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

国際捜査共助等に関する法律（昭和五十五年法律第六十九号）

条 項 備考



分野 4 10

法律名

第８条 ⅶ
国際捜査共助等に関する法律の準用規

定

第１０条 第２項 ⅶ

第５０条 第３項 ⅶ

第５０条 第４項 ⅶ

第５０条 第７項 ⅶ

第５０条 第８項 ⅶ

第５２条 第2項 ⅶ
国際捜査共助等に関する法律の準用規

定

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律（平成十九年法律第五十五号）

条 項 備考



分野 4 11

法律名

第１条 第１項 ⅶ

第３条 第２項 ⅶ

第５条 ⅶ

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定
の実施に関する法律（昭和四十五年法律百十二号）

条 項 備考
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法律名

第１６条 第２項 ア

第１６条 第３項 ア

第１７条 第１項 ア

第１８条 ア

第２１条 第１項 ×

第２１条 第２項 ×

第２１条 第３項 ×

第２２条 第１項 ×

第２２条 第４項 ア

第２３条 ×

第４５条 第２項 ア
第192条第2項、第193条第6項、第195条

第3項で準用

第４８条 第５項 ア 第195条第3項で準用

第５２条 ア 第198条で準用

第５３条 第１項 ア 第198条、第226条第6項で準用

第５４条 第１項 ア 第198条、第226条第6項で準用

第５５条 第１項 ア 第198条で準用

第５５条 第２項 ア 第198条、第226条第6項で準用

第５５条 第３項 ア 第198条、第226条第6項で準用

第５７条 ア 第204条で準用

第５９条 ア 第204条で準用

第６４条 ア 第204条で準用

第６５条 第１項 ア 第204条で準用

第６５条 第２項 ア 第204条で準用

第７９条 第３項 ア 第214条第2項で準用

第７９条 第４項 ア 第214条第2項で準用

第７９条 第５項 ア 第214条第2項で準用

第７９条 第６項 ア 第214条第2項で準用

第１５４条 第１項 ア 第190条第2項、第208条第2項で準用

第１５５条 第１項 ア 第190条第2項、第208条第2項で準用

第１５５条 第２項 ア 第190条第2項、第208条第2項で準用

第１５６条 第１項 ア 第190条第2項、第208条第2項で準用

第１６０条 第１項 ア
第229条第3項、第230条第3項、第231条

第3項、第232条第3項で準用

第１６４条 第１項 ア 第231条第3項、第232条第3項で準用

第１６４条 第２項 ア 第231条第3項、第232条第3項で準用

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律（平成十七年法律第五十
号）

条 項 備考
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法律名

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律（平成十七年法律第五十
号）

条 項 備考

第１６４条 第４項 ア 第231条第3項、第232条第3項で準用

第１６６条 第３項 ア
第233条第2項、第234条第2項、第235条

第2項で準用

第１６７条 第３項 ア 第234条第2項で準用

第１７１条 ア 第238条で準用

第１７２条 ア 第238条で準用

第１７３条 ア 第238条で準用

第１７５条 ア 第238条で準用

第１８０条 第１項 ア

第１８０条 第2項 ア

第１８１条 第２項 ア

第１８２条 第１項 ア

第１８２条 第３項 ア

第１８３条 ア

第１８４条 ア

第１８６条 第１項 ア

第１８７条 ア

第１８８条 第１項 ア

第１８８条 第２項 ア

第１８９条 ア

第１９２条 第１項 ア

第１９３条 第１項 ア

第１９３条 第２項 ア

第１９３条 第３項 ア

第１９３条 第５項 ア

第１９３条 第７項 ア 準用規定

第１９４条 第１項 ア

第１９４条 第２項 ア

第１９６条 ア

第１９７条 ア

第２００条 第１項 ア

第２００条 第２項 ア

第２０１条 第１項 ⅴ

第２０３条 ア

第２０５条 ア
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法律名

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律（平成十七年法律第五十
号）

条 項 備考

第２０６条 ア

第２０７条 第２項 ア

第２１１条 第１項 ア

第２１１条 第２項 ア

第２１２条 第２項 準用規定

第２１２条 第４項 ア

第２１３条 第２項 ア

第２１３条 第５項 ア

第２１３条 第６項 ア

第２１３条 第７項 ア

第２１３条 第８項 ア

第２１５条 第１項 ⅴ

第２１６条 ア

第２１７条 第１項 ア

第２１８条 第１項 ア

第２１８条 第３項 ア

第２２０条 第１項 ア

第２２０条 第２項 ア

第２２０条 第３項 ア

第２２０条 第６項 ア

第２２１条 ア

第２２２条 第１項 ア

第２２２条 第３項 ア

第２２４条 第２項 ア

第２２５条 第２項 ア

第２２６条 第１項 ア

第２２６条 第２項 ア

第２２６条 第３項 ア

第２２６条 第４項 ア

第２２６条 第５項 ア

第２２６条 第７項 ア

第２２８条 第１項 ア

第２２８条 第２項 ア

第２２８条 第３項 ア

第２２９条 第３項 ア 行政不服審査法の準用
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法律名

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律（平成十七年法律第五十
号）

条 項 備考

第２３０条 第３項 ア 行政不服審査法の準用

第２３１条 第３項 ア 行政不服審査法の準用

第２３２条 第３項 ア 行政不服審査法の準用

第２３６条 第１項 ア

第２３６条 第２項 ア

第２３７条 ア

第２３９条 ア

第２８９条 第６項 準用規定

第２８９条 第７項 準用規定
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法律名

第４８条 第２項 ×

第４８条 第３項 ×

第５１条 × 第57条で準用

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

更生保護事業法（平成七年法律第八十六号）

条 項 備考



分野 4 14

法律名

第１７条 ×

第２４条 第５項 ⅴ

第２５条 第１項 ⅴ

第４９条 第１項 ⅴ

第４９条 第２項 ⅴ

第８２条 第２項 ⅴ

第８４条 第２項 ⅳ ｃ

第８９条 第１項 ⅴ

第９２条 第２項 ア

第９３条 第２項 ア

第９９条 第３項 ⅴ

第９９条 第４項 ⅴ

第９９条 第５項 ア

第１０５条 ×

第１１１条 ⅴ

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法
律（平成十五年法律第百十号）

条 項 備考
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法律名

第３８条 第２項 ⅲ

第４２条 第1項 ⅲ

第５５条 第２項 ×

第６０条 第２項 ⅴ

第６１条の２ 第２項 準用規定

第６１条の２ 第３項
ⅲ
ⅳ a

第６１条の３ 第２項
ⅲ
ⅳ a

第７９条 第２項 ア

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

警察法（昭和二十九年法律第百六十二号）

条 項 備考
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法律名

第２条 第3項 ア

第３条 第１項 ⅴ

第３条 第２項 ⅴ

第３条 第３項 ア

第３条 第５項 ア

第６条 第３項 ア

第６条 第４項 ア

第７条 ⅴ

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）

条 項 備考
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法律名

第４条 第１項 ×

第４条 第２項 ×

第５条 第２項 ア

第５条 第３項 ア

第７条の２ 第２項 準用規定

第７条の３ 第２項 準用規定

第９条 第２項 ×

第10条の２ 第３項 ア

第10条の２ 第４項 ア

第10条の２ 第６項 ×

第20条 第10項 準用規定

第27条 第４項 ア

第31条 第１項 ×

第31条 第２項 ×

第31条 第３項 ×

第31条の２ 第４項 ア

第31条の５ 第３項 準用規定

第31条の６ 第１項 ⅳ e

第31条の６ 第３項 準用規定

第31条の７ 第２項 準用規定

第31条の９ 第３項 ×

第31条の11 第１項 ⅳ e

第31条の11 第３項 準用規定

第31条の12 第２項 準用規定

第31条の16 第１項 ×

第31条の16 第２項 ×

第31条の16 第３項 ×

第31条の17 第２項 準用規定

第31条の21 第１項 ⅳ e

第31条の21 第３項 準用規定

第35条の４ 第３項 ⅳ e

第35条の４ 第５項 準用規定

第37条 第３項 ア

第38条の２ 第２項 ア

第41条 第１項 ア

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和二十三年法律第
百二十二号）

条 項 備考
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法律名

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和二十三年法律第
百二十二号）

条 項 備考

第41条 第２項 ア

第41条 第３項 ア

第41条 第４項 ア

第41条の３ 第１項 ×

第41条の３ 第２項 ⅳ e

第42条 ⅳ e
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法律名

第４条 ×

第５条 第２項 ア

第５条 第３項 ア

第７条 第２項 ⅳ e

第８条の２ 第１項 ×

第８条の２ 第２項 ×

第22条 第２項 ア

第25条 第１項 ア

第25条 第２項 ア

第25条 第３項 ア

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

古物営業法（昭和二十四年法律第百八号）

条 項 備考
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法律名

第３条 第１項 ×

第３条 第２項 ア

第３条 第３項 ア

第７条 第２項 ×

第８条 第１項 ア

第２４条 第２項 ア

第２６条 第１項 ア

第２６条 第２項 ア

第２６条 第３項 ア

第２７条 第１項 ⅳ e

第２７条 第２項 ⅳ e

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

質屋営業法（昭和二十五年法律第百五十八号）

条 項 備考
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法律名

第５条 第２項 ア

第５条 第３項 ア

第７条 第２項 イ

第７条 第３項 イ

第11条 第２項 ⅳ e

第22条 第２項 イ

第22条 第３項 イ

第22条 第４項 イ

第23条 第１項 イ

第23条 第２項 イ

第23条 第４項 ア

第23条 第５項 準用規定

第38条 第２項 ア 第47条第2項で準用

第42条 第２項 イ

第42条 第３項 準用規定

第50条 第１項 ア

第50条 第２項 ア

第50条 第３項 ア

第50条 第４項 ア

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

警備業法（昭和四十七年法律第百十七号）

条 項 備考
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法律名

第４条 第３項 ア

第13条 第２項 ア

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

探偵業の業務の適正化に関する法律（平成十八年法律第六十号）

条 項 備考
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法律名

第５条 第１項 ⅴ

第５条 第２項 ⅴ

第５条の２ 第１項 ⅴ

第５条の２ 第２項 ⅴ

第５条の２ 第３項 ⅴ

第５条の２ 第４項 ⅴ

第５条の３ 第１項 イ

第５条の３ 第２項 ア

第５条の４ 第１項 イ

第５条の４ 第２項 ア

第６条 第２項 ⅴ

第７条 第１項 ア

第７条の３ 第２項 ⅴ

第８条 第７項 ア

第８条 第８項 ア

第８条 第10項 ⅰ

第８条の２ 第２項 ア

第８条の２ 第３項 ア

第８条の２ 第４項 準用規定

第９条の５ 第２項 イ

第９条の５ 第３項 イ

第９条の８ 第３項 ア

第９条の８ 第４項 ア

第９条の８ 第５項 準用規定

第９条の１０ 第２項 イ

第９条の１０ 第３項 準用規定

第９条の１２ 第２項 ア

第９条の１２ 第３項 ア

第１０条の６ 第３項 ア

第１０条の６ 第４項 ア

第１１条 第７項 ア

第１１条 第８項 ア

第１１条 第９項 ア

第１１条 第１０項 準用規定

第１１条の２ 第１項 ア

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

銃砲刀剣類所持等取締法（昭和三十三年法律第六号）

条 項 備考
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法律名

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

銃砲刀剣類所持等取締法（昭和三十三年法律第六号）

条 項 備考

第１１条の２ 第２項 ア

第１１条の２ 第３項 ア

第１１条の２ 第４項 ア

第１１条の２ 第５項 準用規定

第１２条 第１項 ア

第１２条 第２項 ア

第１２条 第３項 ア

第１４条 第１項 ⅴ

第１４条 第３項 ⅴ

第１４条 第５項 ×

第１５条 第１項 ア

第１５条 第３項 ×

第１８条の２ 第４項 ×

第２４条 第３項 ア

第２４条の２ 第３項 準用規定

第２４条の２ 第５項 ア

第２４条の２ 第６項 ア

第２４条の２ 第７項 ア

第２４条の２ 第９項 ア

第２５条 第１項 ア

第２５条 第２項 ア

第２５条 第３項 ア

第２５条 第４項 ア

第２６条 第５項 ア

第２７条の２ 第３項 準用規定
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法律名

第４条 第１項 ⅴ

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

サリン等による人身被害の防止に関する法律（平成七年法律第七十八号）

条 項 備考
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法律名

第５条 第２項 ア

第６条 第５項 ア

第６条 第９項 ⅴ

第７条 第１項 ⅴ

第10条 第３項 ⅳ e

第10条 第５項 ⅳ e

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

ストーカー行為等の規制等に関する法律（平成十二年法律第八十一号）

条 項 備考
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法律名

第３条 第１項 ⅴ

第４条 第１項 ⅴ

第５条 第１項 ア

第５条 第２項 ア

第６条 第１項 ⅴ

第６条 第５項 ⅴ

第７条 第１項 ×

第７条 第３項 ア

第７条 第４項 ×

第８条 第２項 ⅴ

第８条 第３項 ⅴ

第８条 第４項 ⅴ

第８条 第６項 ⅴ

第８条 第７項 準用規定

第１２条の４ 第２項 ⅴ

第１３条 ⅴ

第１４条 第１項 ⅴ

第１５条 第３項 ⅴ

第１５条 第４項 ⅴ

第２８条 第１項 ⅴ

第33条 第2項 ア

第３４条 第１項 ア

第３４条 第２項 ア

第３５条 第３項 ア

第３５条 第４項
ⅳ
ア

e

第３５条 第５項 準用規定

第３５条 第８項 ア

第３６条 第１項 ⅴ

第３６条 第３項 ⅴ

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七
号）

条 項 備考
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法律名

第３条 第１項 ⅴ

第３条 第２項 ア

第３条 第３項 ア

第３条 第４項 ア

第５条 第１項 ⅴ

第７条 ⅴ

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律（昭和三十六年法
律第百三号）

条 項 備考
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法律名

第６条 第１項 ×

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成十一年法律第百二十八号）

条 項 備考
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法律名

第17条 第2項 ×

第17条 第3項 ×

第25条 第1項 ×

第25条 第2項 ×

第25条 第3項 ×

第25条 第4項 ×

第25条 第5項 ×

第25条 第6項 準用規定

第26条 第1項 ×

第26条 第2項 ×

第26条 第3項 ×

第26条 第4項 ×

第26条 第5項 ×

第26条 第6項 ×

第26条 第7項 準用規定

条 項

通番

交通安全対策基本法（昭和四十五年法律第百十号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断
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法律名

第８条 第３項 ア

第２２条の２ 第２項 ×

第４９条 第１項 ×

第５１条 第６項 ア

第５１条 第７項 ア

第５１条 第８項 ア

第５１条 第９項 ア

第５１条 第１０項 ア

第５１条 第１６項 ア

第５１条 第１７項 ア

第５１条 第２１項 ×

第５１条 第２２項 準用規定

第５１条の２ 第１項 ア

第５１条の２ 第３項 ア

第５１条の２ 第５項 ア

第５１条の２ 第６項 ア

第５１条の２ 第７項 ア

第５１条の２ 第８項 ア

第５１条の２ 第９項 ア

第５１条の４ 第４項 ア

第５１条の４ 第５項 ア

第５１条の４ 第６項 ア

第５１条の４ 第１２項 ア

第５１条の４ 第１３項 ア

第５１条の４ 第１６項 ア

第５１条の４ 第１７項 ア

第５１条の６ 第１項 ×

第５１条の８ 第４項 ⅳ d

第５１条の８ 第５項 ア

第５１条の８ 第７項 準用規定

第５１条の１１ 第２項 ア

第５１条の１２ 第１項 ⅳ d

第５１条の１３ 第１項 イ

第５８条 第１項 ア

第５８条の３ 第２項 ア

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）

条 項 備考
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法律名

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）

条 項 備考

第５９条 第３項 ア

第６３条 第３項 ア

第６３条 第４項 ⅴ

第６３条 第６項 ×

第６６条の２ 第２項 準用規定

第７２条の２ 第２項 ア

第７２条の２ 第３項 準用規定

第７５条 第３項 ×

第７５条 第４項 ア

第７５条 第５項 ア

第７５条 第６項 ア

第７５条 第７項 ア

第７５条 第９項 ⅴ

第７５条 第１０項 ⅴ

第７５条の２ 第３項 準用規定

第７５条の８ 第２項 準用規定

第７７条 第２項 ×

第７７条 第６項 ア

第７８条 第２項 ×

第７８条 第３項 ア

第７９条 ×

第８１条 第２項 ア

第８１条 第３項 ア

第８１条 第８項 ⅰ

第８１条 第９項 ア

第８１条の２ 第２項 ア

第８１条の２ 第３項 準用規定

第８２条 第２項 ア

第８２条 第３項 準用規定

第８３条 第２項 ア

第８３条 第３項 準用規定

第８８条 第１項 イ

第８８条 第２項 イ

第８９条 第２項 イ

第９０条 第１項 イ
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法律名

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）

条 項 備考

第９０条 第４項 ア

第９０条 第７項 準用規定

第９０条 第９項 イ

第９０条 第１０項 イ

第９０条 第１１項 ⅳ e

第９０条 第１４項 準用規定

第９２条 第１項 イ

第９２条 第２項 イ

第９３条 第１項 イ

第９３条 第２項 イ

第９７条 第１項 イ

第９７条 第２項 イ

第９７条 第３項 イ

第９７条の２ 第１項 イ

第９７条の３ 第２項 イ

第９９条 第２項 ⅳ d

第９９条の２ 第４項 イ

第９９条の３ 第４項 イ

第９９条の６ 第２項 ア

第１００条の２ 第１項 イ

第１００条の２ 第２項 イ

第１００条の２ 第３項 準用規定

第１００条の２ 第４項 イ

第１００条の３ 第１項 ⅳ e

第１００条の３ 第２項 イ

第１００条の３ 第３項 準用規定

第１０１条 第３項 イ

第１０１条 第４項 イ

第１０１条 第５項 イ

第１０１条の２ 第２項 イ

第１０１条の２ 第３項 イ

第１０１条の２の２ 第２項 イ

第１０１条の２の２ 第３項 ⅳ e

第１０１条の２の２ 第４項 ⅳ e

第１０１条の２の２ 第５項 イ



分野 4 29

法律名

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）

条 項 備考

第１０１条の４ 第２項 イ

第１０１条の４ 第３項 イ

第１０２条 第１項 イ

第１０２条 第２項 イ

第１０２条 第３項 イ

第１０２条 第６項 イ

第１０３条 第３項 ⅳ e

第１０３条 第４項 イ

第１０３条 第５項 準用規定

第１０３条 第７項 イ

第１０３条 第８項 イ

第１０３条 第９項 ⅳ e

第１０３条の２ 第２項 ア

第１０３条の２ 第５項 ⅳ e

第１０４条 第１項 ア

第１０４条の２ 第１項 ア

第１０４条の２ 第２項 ア

第１０４条の２ 第３項 ア

第１０４条の２ 第４項 ア

第１０４条の２の２ 第１項 イ

第１０４条の２の２ 第２項 イ

第１０４条の２の２ 第３項 ⅳ e

第１０４条の２の２ 第４項 ⅴ

第１０４条の２の２ 第５項 準用規定

第１０４条の２の２ 第６項 準用規定

第１０４条の２の２ 第７項 ⅳ e

第１０４条の２の３ 第３項 準用規定

第１０４条の２の３ 第５項 準用規定

第１０４条の２の３ 第６項 準用規定

第１０４条の３ 第１項 ア

第１０４条の３ 第３項 イ

第１０４条の３ 第５項 イ

第１０４条の４ 第２項 イ

第１０４条の４ 第６項 ア

第１０６条 ×
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法律名

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）

条 項 備考

第１０７条 第２項 イ

第１０７条 第４項 イ

第１０７条の４ 第１項 イ

第１０７条の５ 第４項 準用規定

第１０７条の５ 第６項 ⅶ

第１０７条の５ 第７項 準用規定

第１０７条の５ 第８項 イ

第１０７条の５ 第９項 準用規定

第１０７条の５ 第１０項 準用規定

第１０７条の５ 第１１項 準用規定

第１０７条の６ ×

第１０７条の７ 第３項 ⅶ

第１０７条の１０ 第３項 ⅶ

第１０８条の２ 第１項 ⅴ

第１０８条の３ 第１項 ⅴ

第１０８条の３の２ ⅴ

第１０８条の４ 第２項 ⅳ ｄ

第１０８条の１１ 第１項 ⅳ ｄ

第１０８条の３２の２ 第２項 ×

第１０８条の３４ ×

第１０９条 第１項 イ

第１０９条 第３項 イ

第１０９条 第５項 ア

第１１０条の２ 第１項 ×

第１１０条の２ 第２項 ×

第１１０条の２ 第３項 ×

第１１０条の２ 第４項 ×

第１１０条の２ 第５項 ⅳ e

第１１０条の２ 第６項 ⅳ e

第１１０条の２ 第７項 ⅳ e

第１１１条 第３項 ×

第１２６条 第１項 ア

第１２６条 第２項 ×

第１２６条 第４項 ア

第１２７条 第１項 ア
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法律名

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）

条 項 備考

第１２７条 第２項 ア

第１２７条 第３項 ア

第１２９条 第４項 ア
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法律名

第３１条 ⅳ ｄ

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

自動車安全運転センター法（昭和五十年法律第五十七号）

条 項 備考
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法律名

第６条 第１項 ア

第7条 第２項 準用規定

第９条 第２項 ア

第９条 第４項 ×

第９条 第５項 ア

第10条 第１項 ア

第10条 第２項 ア

第10条 第３項 ア

第10条 第４項 ア

第13条 第２項 ×

第13条 第４項 準用規定

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

自動車の保管場所の確保等に関する法律（昭和三十七年法律第百四十五号）

条 項 備考
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法律名

第５条 第２項
ア
イ

第５条 第３項 イ

第５条 第４項 ×

第７条 第２項 ×

第８条 第２項 ×

第９条 第３項 ×

第２１条 第３項 ア

第２２条 第１項 ×

第２３条 第３項 ×

第２４条 第２項 ×

第２５条 第１項 ⅳ e

第２５条 第３項 準用規定

メルクマール
該当非該当
の判断

通番

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律（平成十三年法律第五十七
号）

条 項 備考



分野 4 33

法律名

第１５条 第２項 ×

第３３条 第１項 ×

第３３条 第２項 ×

第３３条 第３項 ⅳ e

第３３条 第５項 ×

第３４条 第１項 ⅳ a

第３８条 ⅴ

第４３条 ⅴ

条 項

通番

消防組織法（昭和二十二年法律第二百二十六号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 4 34

法律名

第３条 第２項（後段に限る） ア

第３条 第３項 準用規定

第４条
第１項（ただし書に限

る）
ア

第４条 第２項 ア

第４条 第３項 ア

第４条 第４項 ア

第４条の２ 第２項 準用規定

第５条 第３項 ⅴ

第５条の２ 第２項 準用規定

第５条の３ 第２項（後段に限る） ア

第５条の３ 第３項 ア

第５条の３ 第４項 準用規定

第５条の３ 第５項 準用規定

第７条 第２項 ⅳ,ⅴ e

第８条 第５項 準用規定

第８条の２ 第４項 準用規定

第８条の２の３ 第３項 ⅴ

第８条の２の３ 第６項 ⅴ

第８条の２の５ 第４項 準用規定

第１１条 第２項 ⅴ

第１１条 第７項 ⅴ

第１１条の４
第３項において準用す

る第１１条第７項
準用規定

第１１条の５ 第３項 ⅳ,ⅴ e

第１１条の５ 第４項 ⅴ

第１２条
第３項において準用す
る第１１条の５第４項

準用規定

第１２条の２
第３項において準用す
る第１１条の５第４項

準用規定

第１２条の３
第２項において準用す
る第１１条の５第４項

準用規定

第１２条の４ 第２項 ⅴ

第１２条の４ 第３項 ⅳ,ⅴ e

第１３条の２ 第３項 イ

第１３条の２ 第６項 ⅳ e

第１３条の３ 第３項 イ

条 項

通番

消防法（昭和二十二年法律第二百二十六号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断



分野 4 34

法律名

条 項

通番

消防法（昭和二十二年法律第二百二十六号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断

第１３条の８ 第１項 ×

第１３条の８ 第３項 ⅳ d

第１３条の１６ 第３項 ア

第１３条の１９ 第１項 ⅳ d

第１３条の１９ 第２項 ×

第１３条の２０ 第１項 イ

第１３条の２０ 第３項 ⅳ d

第１３条の２４
第２項において準用す
る第１１条の５第４項

準用規定

第１４条の２ 第２項 ⅴ

第１４条の２
第５項において準用す
る第１１条の５第４項

準用規定

第１６条の３
第６項において準用す
る第１１条の５第４項

準用規定

第１６条の５ 第３項 準用規定

第１６条の６
第２項において準用す
る第１１条の５第４項

準用規定

第１７条の４ 第３項 準用規定

第１７条の７ 第１項 イ

第１７条の７ 第２項 準用規定

第１７条の８ 第３項 イ

第１７条の９ 第４項 準用規定

第２０条 第２項 ⅴ

第２１条 第２項 ⅴ

第２２条 第２項 ⅳ,ⅴ e

第２３条の２ 第２項（後段に限る） ⅳ e

第２８条 第３項 ⅳ,ⅴ e

第２９条 第３項 ⅰ

第３１条 ⅴ

第３４条 第２項 準用規定

第３５条 第２項 ⅴ

第３５条の３ 第２項 準用規定

第３５条の６ 第２項 ×

第３６条 第１項 準用規定

第３６条 第７項 準用規定



分野 4 35

法律名

第３条 ⅳ a

第４条 ⅳ a

第７条 第２項 ⅳ a

第８条 第３項 ⅳ a

第８条 第４項 準用規定

第９条 第１項 ⅳ a

第５１条 第４項 ⅳ a

条 項

通番

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律（昭和三十一年法律第
百七号）

備考
メルクマール
該当非該当
の判断




